
 

いま九条があぶない！有事法制ってなに？ 
憲法第九条：1 日本国民は，正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し，国権の発動たる戦争と，武力による威嚇又は武力の行使は，国際紛争を解決する手段としては，永久にこれを放棄する。 

  
 
 
 
 
 

―――有事法制と市民生活    有事法制

って 『審議不足』という世論や『法制化反対』の市民の意見を全く無視して国会で採択された有事法ですが， 
それでは，決まったことによってわたしたちの日常生活は変わっていくのでしょうか？ 
変わるならどのように？新聞やテレビではいろんなことを言っているけど，今ひとつピンとこない…… 
 

有事ってどんなときのことなの？ 
政府は有事法で国を守るっていってるけど，私たちは守ってもらえるの？ 
ほ に戦争になったらどうなるの？ 

 
有事法 たしたちの暮らしがどうかかわっているのか， 具体的に考えてみませんか。 

 
有事法 ってる人も，わかってない人も 
いっし 勉強しましょう！！ 

 
６月２０ (金)  講師：湯浅 一郎さん 
午後６時 ０分～ （ピースリンク広島・呉・岩国 代表） 
８時 ０分 
福祉会 201号室 
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九条があぶない！三原市民の集い 
代表：池田幸慶  

ＴＥＬ：０８４８－６３－７７９８ ＦＡＸ：６４－４７３０ 
２ の目的を達するため，陸海空軍その他の戦力は，これを保持しない。国の交戦権は，これを認めない。 
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